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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式（Ｉ）
【化１】

式中
Ａ１～Ａ10は、それぞれ互いに独立して、ＨまたはＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
ここで、
　Ｒは、Ｃ３～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
　Ｘは、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－であり、
　Ｙは、単結合または－ＣＨ２－であり、
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　Ａ１～Ａ10の少なくとも１つがＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
　複数のＲ－Ｘ－Ｙ－が存在する場合には、各Ｒ、Ｘ、Ｙは、それぞれ独立して選択され
る、
で表される化合物を含む、化粧品の使用感改良剤。
【請求項２】
　式（Ｉａ）
【化２】

式中
ｎおよびｍは、それぞれ独立して、０、１または２であり、
ｎ＋ｍは、１、２または３であり、
Ｒは、Ｃ３～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
Ｘは、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－であり、
Ｙは、単結合または－ＣＨ２－であり、
複数のＲ－Ｘ－Ｙ－が存在する場合には、各Ｒ、Ｘ、Ｙは、それぞれ独立して選択される
、
で表される化合物を含む、化粧品の使用感改良剤。
【請求項３】
　式（Ｉａ－１）

【化３】

式中、
Ｒは、Ｃ３～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
Ｘは、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－であり、
Ｙは、単結合または－ＣＨ２－である、
で表される化合物を含む、化粧品の使用感改良剤。
【請求項４】
式（Ｉａ－２）
【化４】

式中、
Ｒは、Ｃ３～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
Ｘは、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－であり、
Ｙは、単結合または－ＣＨ２－であり、
各Ｒ、ＸおよびＹは、それぞれ独立して選択される、
で表される化合物を含む化粧品の使用感改良剤。
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【請求項５】
　化粧品が、ヘアケア製品、スキンケア製品、ボディケア製品および／またはメイクアッ
プ製品である、請求項１～４のいずれか一項に記載の使用感改良剤。
【請求項６】
　スキンケア製品が、クレンジング製品である、請求項５に記載の使用感改良剤。
【請求項７】
　式（Ｉ）
【化５】

式中
Ａ１～Ａ10は、それぞれ互いに独立して、ＨまたはＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
ここで、
　Ｒは、Ｃ６～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
　Ｘは、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－であり、
　Ｙは、単結合または－ＣＨ２－であり、
　Ａ１～Ａ10の少なくとも１つがＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
　複数のＲ－Ｘ－Ｙ－が存在する場合には、各Ｒ、Ｘ、Ｙは、それぞれ独立して選択され
る、
で表される化合物を含む、ヘアケア製品、スキンケア製品および／またはボディケア製品
。
【請求項８】
　式（Ｉ）

【化６】

式中
Ａ１～Ａ10は、それぞれ互いに独立して、ＨまたはＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
ここで、
　Ｒは、Ｃ３～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
　Ｘは、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－であり、
　Ｙは、単結合または－ＣＨ２－であり、
　Ａ１～Ａ10の少なくとも１つがＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
　複数のＲ－Ｘ－Ｙ－が存在する場合には、各Ｒ、Ｘ、Ｙは、それぞれ独立して選択され
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る
で表される化合物の、化粧品の使用感改良剤としての使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トリシクロ［５．２．１．０２，６］デカンのエステル化合物ならびにこれ
を含む化粧料および化粧品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、化粧品の製造に用いられる化粧料成分として、エステル化合物が知られている。
これらは例えば、炭素数６～９の飽和分岐二価アルコールとネオペンタン酸とのジエステ
ルが化粧料（化粧品）用油剤として報告されている（特許文献１）とおり、典型的には化
粧料用油剤などとして用いられている。一方、化粧料以外の分野として例えば、トリシク
ロ［５．２．１．０２，６］デカン－２－メチロールのエステルが香料として（特許文献
２～４）、またトリシクロ［５．２．１．０２，６］デカンエステルの構造を有する化合
物が、熱硬化性粘着剤組成物において用いられる化合物などとして（特許文献５および６
）それぞれ知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２０６５７３号公報
【特許文献２】特開昭５５－２７１８８号公報
【特許文献３】特開昭５６－１２８７３５号公報
【特許文献４】特開昭５８－１２１２０７号公報
【特許文献５】米国特許出願公報第２００７／０１５５８６９号明細書
【特許文献６】米国特許出願公報第２０１３／０１８７０９５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　化粧品の製造に用いられる化粧料用材料のひとつとして様々なエステル化合物が存在す
るにもかかわらず、多様化する新しい化粧品へのニーズは益々増大するばかりであり、現
存する化粧料用エステル化合物では必ずしもそれらすべてのニーズに応えられるとは言え
ない。例えば、従来のエステル化合物では、固形化粧品において発汗を惹起し、特定の化
粧品には用いることができないなど必ずしもニーズに適わないなどの状況を生じている。
そのため化粧料材料として様々なニーズに応えられるように様々な物性を有するエステル
化合物を用意しておくことが極めて重要であるとの認識のもと、本発明者らは、様々なニ
ーズに応じた化粧料成分のラインナップを揃えるべく、化粧料成分として用いることので
きる新たなエステル化合物を探索することにより、優れた物性を有する化粧品の製造に資
する化粧料成分を提供することを課題として研究に取り組んだ。
【０００５】
　スキンケアおよびボディケアにおいて、低粘度油は軽くさっぱりした使用感で消費者に
も好まれるが、保湿感（しっとり感）に乏しい。一方、保湿感（しっとり感）を求めた場
合、高粘度油を配合することがあるが、べたつき感が出てしまい感触が悪くなる傾向があ
る。そこで、軽くさっぱりとした使用感で、尚且つある程度しっとりした使用感を得るこ
とができる原料が求められる。
【０００６】
　また、クレンジング処方においては軽い油剤の方がメイク馴染みは良いが、洗い上がり
の肌が突っ張ったり、ドライ感が強い傾向にある。そこで、メイク馴染みが良く、洗い上
がりが突っ張らない（適度にしっとり感がある）油剤が求められる。
【０００７】
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　さらに、ヘアケアにおいて、パーマやカラーリングによるダメージ、日々の紫外線によ
るダメージに対するケアのため、ヘアトリートメントの商品としてインバス商品（コンデ
ィショナー、ペアパック、洗い流すタイプのトリートメント）やアウトバス商品（ヘアオ
イル、洗い流さないヘアトリートメント）が市場にたくさん出ている。ヘアオイルなどの
ヘアケア製品においても、塗布時のべたつき感がなく、塗布後は指通りが良く（ざらつき
感がなく）、べたつかずまとまり性能が、求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、前記課題を解決するため、鋭意研究を重ねる中で、これまで化粧料の成
分としては着目されることがなかったトリシクロ［５．２．１．０２，６］デカンのエス
テル化合物に着目したところ、化粧料成分として様々に優れた特性を有することを発見し
、さらに研究を進めた結果、本発明を完成するに至った。
【０００９】
　すなわち、本発明は、以下［１］～［９］に関する。
［１］
　式（Ｉ）
【化１】

式中
Ａ１～Ａ10は、それぞれ互いに独立して、ＨまたはＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
ここで、
　Ｒは、Ｃ３～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
　Ｘは、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－であり、
　Ｙは、単結合または－ＣＨ２－であり、
　Ａ１～Ａ10の少なくとも１つがＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
　複数のＲ－Ｘ－Ｙ－存在する場合には、各Ｒ、Ｘ、Ｙは、それぞれ独立して選択される
で表される化合物を含むメイクアップ製品、ヘアケア製品、スキンケア製品および／また
はボディケア製品用化粧料。
（ただし、香料を除く）
［２］
　式（Ｉａ）

【化２】

式中
ｎおよびｍは、それぞれ独立して、０、１または２であり、
ｎ＋ｍは、１、２または３であり、
Ｒは、Ｃ３～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
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Ｙは、単結合または－ＣＨ２－であり、
複数のＲ－Ｘ－Ｙ－存在する場合には、各Ｒ、Ｘ、Ｙは、それぞれ独立して選択される、
で表される化合物を含む、メイクアップ製品、ヘアケア製品、スキンケア製品および／ま
たはボディケア製品用化粧料。
［３］
　式（Ｉａ－１）
【化３】

式中、
Ｒは、Ｃ３～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
Ｘは、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－であり、
Ｙは、単結合または－ＣＨ２－である、
で表される化合物を含む、メイクアップ製品、ヘアケア製品、スキンケア製品および／ま
たはボディケア製品用化粧料。
［４］
式（Ｉａ－２）
【化４】

式中、
Ｒは、Ｃ３～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
Ｘは、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－であり、
Ｙは、単結合または－ＣＨ２－であり、
各Ｒ、ＸおよびＹは、それぞれ独立して選択される、
で表される化合物を含む、メイクアップ製品、ヘアケア製品、スキンケア製品および／ま
たはボディケア製品用化粧料。
【００１０】
［５］
　［１］～［４］のいずれかに記載の化粧料を含む、ヘアケア製品、スキンケア製品およ
び／またはボディケア製品。
［６］
　クレンジング製品である、［５］に記載のスキンケア製品。
［７］
　　式（Ｉ）
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【化５】

式中
Ａ１～Ａ10は、それぞれ互いに独立して、ＨまたはＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
ここで、
　Ｒは、Ｃ３～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
　Ｘは、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－であり、
　Ｙは、単結合または－ＣＨ２－であり、
　Ａ１～Ａ10の少なくとも１つがＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
　複数のＲ－Ｘ－Ｙ－存在する場合には、各Ｒ、Ｘ、Ｙは、それぞれ独立して選択される
で表される化合物を含む感触改善剤。
［８］
　［７］に記載の感触改善剤を含む化粧品。
【００１１】
［９］
　式（Ｉ）

【化６】

式中
Ａ１～Ａ10は、それぞれ互いに独立して、ＨまたはＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
ここで、
　Ｒは、Ｃ３～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
　Ｘは、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－であり、
　Ｙは、単結合または－ＣＨ２－であり、
　Ａ１～Ａ10の少なくとも１つがＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
　複数のＲ－Ｘ－Ｙ－存在する場合には、各Ｒ、Ｘ、Ｙは、それぞれ独立して選択される
で表される化合物を添加することを含む、化粧品の感触を改善する方法。
【００１２】
　さらに、本発明は、下記（１）～（３）にも関する。
（１）
　式（Ｉ）
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【化７】

式中
Ａ１～Ａ10は、それぞれ互いに独立して、ＨまたはＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
ここで、
　Ｒは、Ｃ３～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
　Ｘは、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－であり、
　Ｙは、単結合または－ＣＨ２－であり、
　Ａ１～Ａ10の少なくとも１つがＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
　複数のＲ－Ｘ－Ｙ－存在する場合には、各Ｒ、Ｘ、Ｙは、それぞれ独立して選択される
で表される化合物
ただし、Ａ２またはＡ６のみがＲ－Ｘ－Ｙ－であり、Ｘが－Ｏ－ＣＯ－であり、Ｙが－Ｃ
Ｈ２－である場合には、ＲはＣ３の直鎖または分岐鎖アルキル基ではない。
【００１３】
（２）
　　式（Ｉ）

【化８】

式中
Ａ１～Ａ10は、それぞれ互いに独立して、ＨまたはＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
ここで、
　Ｒは、Ｃ３～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
　Ｘは、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－であり、
　Ｙは、単結合または－ＣＨ２－であり、
　Ａ１～Ａ10の少なくとも１つがＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
　複数のＲ－Ｘ－Ｙ－存在する場合には、各Ｒ、Ｘ、Ｙは、それぞれ独立して選択される
で表される化合物を含む化粧料。
（３）
　（２）に記載の化粧料を含む化粧品。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、例えばリップスティックなどの固形状化粧品においては、保存安定性（発汗
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防止）、すべり性などの使用感、光沢性および付着性などの機能性を与え、シャンプーや
化粧水などの乳液状または液状化粧品においては滑らかな質感や密着感、しっとり感など
の使用感を与え、さらに、クレンジング料では洗浄力を向上させ、スキンクリームやマッ
サージクリーム、ヘアトリートメントなどの乳化物においては使用感の感触を改良するな
ど、様々な化粧品に用いることのできる新たなエステル化合物を提供する。
　また、本発明は、新たなエステル化合物を用いることにより、使用感（使用時のなめら
かさ、使用後のしっとり感、使用後のべたつき感のなさ）に優れた化粧品を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】エステル化合物の粘度およびすべり性の関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　式（Ｉ）の化合物は、以下の式（Ｉ）で表される：
【化９】

【００１７】
式中
Ａ１～Ａ10は、それぞれ互いに独立して、ＨまたはＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
ここで、
　Ｒは、Ｃ３～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
　Ｘは、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－であり、
　Ｙは、単結合または－ＣＨ２－であり、
Ａ１～Ａ10の少なくとも１つはＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
複数のＲ－Ｘ－Ｙ－存在する場合には、各Ｒ、Ｘ、Ｙは、それぞれ独立して選択される。
　ただし、本発明の一態様において、Ａ２またはＡ６のみがＲ－Ｘ－Ｙ－であり、Ｘが－
Ｏ－ＣＯ－であり、Ｙが－ＣＨ２－である場合には、ＲはＣ３の直鎖または分岐鎖アルキ
ル基ではない。
　また、本発明の一態様において、Ａ３、Ａ４またはＡ５のみがＲ－Ｘ－Ｙ－であり、Ｘ
が－Ｏ－ＣＯ－であり、Ｙが単結合または－ＣＨ２－である場合には、ＲはＣ３～５の直
鎖または分岐鎖アルキル基ではない。
　さらに、本発明の一態様において、Ａ２またはＡ６のみがＲ－Ｘ－Ｙ－であり、Ｘが－
Ｏ－ＣＯ－であり、Ｙが単結合である場合には、ＲはＣ３の直鎖または分岐鎖アルキル基
ではない。
【００１８】
　本発明の一態様において、Ａ１～Ａ10の１～４つ、好ましくは１～３つ、さらに好まし
くは１または２つが、Ｒ－Ｘ－Ｙ－であり、残りのＡ１～Ａ10がＨである。
　本発明の一態様において、Ａ２およびＡ６がＨであることが好ましい。
　本発明の一態様において、Ａ１、Ａ２、Ａ６およびＡ７がＨであることが好ましい。
【００１９】
　本発明の一態様において、Ａ８およびＡ10のいずれか１つまたは両方が、Ｒ－Ｘ－Ｙ－
であり、残りのＡ１～Ａ10がＨであることが好ましい。
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　本発明の一態様において、Ａ３～Ａ５のいずれか１つまたは２つが、Ｒ－Ｘ－Ｙ－であ
り、残りのＡ１～Ａ10がＨであることが好ましい。
　本発明の一態様において、Ａ８およびＡ10のいずれか１つ、およびＡ３～５のいずれか
１つがＲ－Ｘ－Ｙ－であり、残りのＡ１～Ａ10がＨであることが好ましい。
【００２０】
　なお、上記式（Ｉ）中、同一の記号が複数回現れる場合には、このような各記号は出現
毎に独立して各記号中の定義が選択される。すなわち、式（Ｉ）中に現れる複数の同一の
記号は、互いに同一であってもよいし、異なっていてもよい。また、本明細書中に記載さ
れる他の化合物の一般式においても同様である。
【００２１】
　上記式（Ｉ）で表されるエステル化合物の中でも、式（Ｉａ）
【化１０】

【００２２】
式中
ｎおよびｍは、それぞれ独立して、０、１または２であり、
ｎ＋ｍは、１、２または３であり、
Ｒは、Ｃ３～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
Ｘは、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－であり、
Ｙは、単結合または－ＣＨ２－であり、
複数のＲ－Ｘ－Ｙ－存在する場合には、各Ｒ、Ｘ、Ｙは、それぞれ独立して選択される、
で表される化合物が好ましい。
【００２３】
　上記式（Ｉａ）で表されるエステル化合物の中でも、式（Ｉａ－１）
【００２４】

【化１１】

【００２５】
式中、
Ｒは、Ｃ３～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
Ｘは、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－であり、
Ｙは、単結合または－ＣＨ２－である、
で表される化合物、および
【００２６】
式（Ｉａ－２）
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【化１２】

式中、
Ｒは、Ｃ３～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
Ｘは、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－であり、
Ｙは、単結合または－ＣＨ２－であり、
各Ｒ、ＸおよびＹは、それぞれ独立して選択される、
で表される化合物が好ましい。
【００２７】
　上記各式中、Ｒが複数存在する場合には、互いに同一であっても、異なっていてもよい
が、複数のＲが同一であることが好ましい。
【００２８】
　本発明の一態様において、においの観点から、ＲはＣ４～Ｃ２２であることが好ましい
。
　Ｒとしては、具体的には、これらに限定するものではないが、例えば、ｎ－プロピル、
イソプロピル、ｎ－ブチル、イソブチル、ｓｅｃ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル、ｎ－ペン
チル、イソペンチル、ネオペンチル、エチルヘキシル、イソノニル、イソステアリル、ベ
ヘニルが挙げられる。
　本発明の一態様において、Ｒは、Ｃ４～Ｃ２２、好ましくはＣ４～Ｃ１８、さらに好ま
しくはＣ５～１８の直鎖または分岐鎖アルキル基である。
【００２９】
　本発明の一態様において、上記各式中、
　Ｘが－Ｏ－ＣＯ－である場合には、Ｙが－ＣＨ２－であることが好ましく、また、
　Ｘが－ＣＯ－Ｏ－である場合には、Ｙが単結合であることが好ましい。
【００３０】
＜式（Ｉ）の化合物の製造方法＞
　トリシクロ［５．２．１．０２，６］デカンのエステル化合物（以下、「ＴＣＤエステ
ル」とも称する）は、公知のエステル製造方法を使用して製造することができる。
　例えば、トリシクロ［５．２．１．０２，６］デカンアルコールとＣ４～Ｃ２２の直鎖
もしくは分岐鎖の飽和脂肪酸とをエステル化反応させることにより、製造することができ
る。
　または、トリシクロ［５．２．１．０２，６］デカン酸とＣ３～Ｃ２２の直鎖もしくは
分岐鎖の飽和脂肪アルコールとをエステル化反応させることにより、製造することができ
る。
【００３１】
＜化粧料＞
　本発明の化粧料は、以下の式（Ｉ）で表される化合物を含む：
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【化１３】

【００３２】
式中
Ａ１～Ａ10は、それぞれ互いに独立して、ＨまたはＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
ここで、
　Ｒは、Ｃ３～２２の直鎖または分岐鎖アルキル基であり、
　Ｘは、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－であり、
　Ｙは、単結合または－ＣＨ２－であり、
　Ａ１～Ａ10の少なくとも１つがＲ－Ｘ－Ｙ－であり、
　複数のＲ－Ｘ－Ｙ－存在する場合には、各Ｒ、Ｘ、Ｙは、それぞれ独立して選択される
。
【００３３】
　本発明の一態様において、上記式（Ｉ）中、Ａ２またはＡ６のみがＲ－Ｘ－Ｙ－であり
、Ｘが－Ｏ－ＣＯ－であり、Ｙが－ＣＨ２－である場合には、ＲはＣ３の直鎖または分岐
鎖アルキル基ではない。
　本発明の一態様において、上記式（Ｉ）中、においの観点から、Ｒは、Ｃ４～２２の直
鎖または分岐鎖アルキル基であることが好ましい。
【００３４】
　本発明の一態様において、化粧料は、上記式（Ｉａ）で表される化合物の少なくとも１
つを含む。
　本発明の一態様において、化粧料は、上記式（Ｉａ－１）で表される化合物の少なくと
も１つを含む。
　本発明の一態様において、化粧料は、上記式（Ｉａ－２）で表される化合物の少なくと
も１つを含む。
　本発明の好ましい態様において、化粧料は、上記各式で表される化合物の少なくとも１
つを含む。
【００３５】
　本明細書において「化粧料」とは、化粧品に基本的な形状および性能をもたらす成分（
ベース原料）、例えば油剤などが挙げられるが、本発明の好ましい態様において香料のよ
うな、付加的な機能を付与する添加物はこれには含まれない。
　本明細書において「化粧料」は、式（Ｉ）の化合物に加えて、化粧品に特定の形状をも
たらすために通常用いられる他の化粧料成分を含む組成物であり得る。
　他の化粧料成分としては、これらに限定されないが、固形油脂、液状油、シリコーンオ
イル、シリコーン誘導体、ゲル化剤、増粘剤、界面活性剤、水などが挙げられる。
【００３６】
　本発明の一態様において、化粧料は、式（Ｉ）の化合物のみからなっても、他の化粧料
成分を含んでもよい。
　本発明の好ましい態様において、化粧料は、上記各式で表されるエステル化合物の少な
くとも１種に加えて、同時に用いることが好ましい他の化粧料成分を含む組成物である。
【００３７】
　化粧料は、様々な化粧品の製造に用いることができる。
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　本発明の一態様において、化粧料は、メイクアップ製品、特に固形状、半固形状、液状
のメイクアップ化粧品の製造に用いることが好ましい。
　本発明の一態様において、化粧料は、ヘアケア製品、スキンケア製品および／またはボ
ディケア製品の製造に用いることが好ましい。
【００３８】
　本発明の一態様において、化粧料は式（Ｉ）の化合物に加えて、ゲル化剤を含む。例え
ば、透明固形化粧品の製造においては、特に限定されないが、ジブチルラウロイルグルタ
ミドおよびジブチルエチルヘキサノイルグルタミドなどのアミノ酸系油ゲル化剤、エチレ
ンジアミン／ダイマージリノール酸ステアリル）コポリマー（商品名：UNICLEARTM 100VG
）、ビスジアルキル（Ｃ１４－１８）アミド（エチレンジアミン／水添ダイマージリノー
ル酸）コポリマー（商品名：SYLVACLEARTM A200V）などのポリアミド樹脂などが好ましい
。
【００３９】
　本明細書において「化粧品」とは、とくに限定されないが、体を清潔にしたり、見た目
を美しくしたりする目的で、皮膚、毛髪、唇などに塗布などする、あらゆる製品を意味す
る。具体的には、スキンケア製品、メイクアップ製品、ヘアケア製品、ボティケア製品な
どが挙げられるが、これらに限定されない。
【００４０】
　スキンケア製品としては、化粧水、クリーム、乳液、ジェル、美容液、美容オイル、パ
ック、クレンジング、洗顔料、美白化粧品、ＵＶケア化粧品などが挙げられるが、これら
に限定されない。
　メイクアップ製品としては、化粧下地、ファンデーション、リップカラー、リップステ
ィック、リップクリーム、リップグロス、チークカラー、アイライナー、マスカラ、アイ
シャドウ、アイブローなどが挙げられるが、これらに限定されない。
【００４１】
　ヘアケア製品としては、シャンプー、コンディショナー、ヘアリンス、ヘアトリートメ
ント、ヘアスタイリング剤、パーマ剤、ヘアカラーなどが挙げられるが、これらに限定さ
れない。
　ボティケア製品としては、ボディーシャンプー、ボディーローション、ハンドクリーム
、ネイルクリーム、デオドラント化粧品などが挙げられるが、これらに限定されない。
【００４２】
　式（Ｉ）の化合物は、油剤との相溶性が優れていることから、油剤を含む化粧品におけ
る使用に適している。
　式（Ｉ）の化合物は、すべり性が高いことから、スキンケア製品、メイクアップ製品の
中でも特に口紅やリップグロス、さらにボディケア製品における使用に適している。
【００４３】
　式（Ｉ）の化合物は、軽くさっぱりとした使用感、およびしっとりした使用感を有する
ことから、皮膚、毛髪、唇などに伸ばして塗布する化粧品、特に保湿性が望まれる化粧品
、例えば、スキンケア製品、ボディケア製品、ヘアケア製品における使用に適している。
【００４４】
　式（Ｉ）の化合物は、油との優れた相溶性、およびしっとりした使用感を有することか
ら、クレンジング製品、例えばクレンジングオイル、クレンジングミルク、クレンジング
ジェル、クレンジングリキッド、クレンジングクリーム、ポイントメイクリムーバーにお
ける使用に適している。
【００４５】
　化粧品の形状は特に限定されないが、固形状、液状、乳液状、クリーム状、ゲル状など
であり得る。
　式（Ｉ）の化合物は、すべり性が優れていることから、唇、皮膚、毛髪などに塗布する
ためのあらゆる化粧品における使用に適している。本発明の一態様において、式（Ｉ）の
化合物を化粧品のすべり性向上剤として用いることもできる。
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　式（Ｉ）の化合物は、感触改善性が優れていることから、唇、皮膚、毛髪などに塗布す
るためのあらゆる化粧品における使用に適している。本発明の一態様において、式（Ｉ）
の化合物を化粧品の感触改善剤として用いることもできる。
【００４６】
　式（Ｉ）の化合物は、保存安定性（発汗抑制力）が優れていることから、固形状の化粧
品における使用に適している。
【００４７】
　化粧品における上記各式で表されるエステル化合物の配合量は、目的とする化粧品の種
類、組み合わせる他の材料によって異なり、当業者であれば適宜調節することができる。
　本発明の一態様において、化粧品は、上記各式で表されるエステル化合物を０．１～９
０重量％、好ましくは２～５０重量％、さらに好ましくは１０～３０重量％含む。
【００４８】
　化粧品がメイクアップ製品である場合には、メイクアップ製品は、上記各式で表される
エステル化合物を２～８０重量％、好ましくは５～７５重量％、さらに好ましくは１０～
７０重量％含む。
　化粧品が口紅である場合には、口紅は、上記各式で表されるエステル化合物を５重量％
以上、好ましくは１０重量％以上、さらに好ましくは１５重量％以上含む。
　化粧品が、固形状、特にスティック状である場合には、上記各式で表されるエステル化
合物を５～５０重量％、好ましくは１０～３０重量％含む。
【００４９】
　化粧品がヘアケア製品である場合には、ヘアケア製品は、上記各式で表されるエステル
化合物を１～９０重量％、好ましくは５～８０重量％、さらに好ましくは１０～７０重量
％含む。
　化粧品がヘアオイル、ヘアクリームまたはヘアスタイリング剤である場合には、ヘアオ
イル、ヘアクリームまたはヘアスタイリング剤は、上記各式で表されるエステル化合物を
１～８０重量％、好ましくは３～７０重量％、さらに好ましくは５～６０重量％含む。
【００５０】
　化粧品がスキンケア製品である場合には、スキンケア製品は、上記各式で表されるエス
テル化合物を０．１～９０重量％、好ましくは０．５～８５重量％、さらに好ましくは１
．０～７５重量％含む。
　化粧品がスキンクリーム、美容オイルまたはＵＶケア化粧品である場合には、スキンク
リーム、美容オイルまたはＵＶケア化粧品は、上記各式で表されるエステル化合物を０．
１～７０重量％、好ましくは０．５～６０重量％、さらに好ましくは１～５０重量％含む
。
　化粧品がクレンジングである場合には、クレンジングは、上記各式で表されるエステル
化合物を０．１～８０重量％、好ましくは０．５～７５重量％、さらに好ましくは１～７
０重量％含む。
【００５１】
　化粧品がボディケア製品である場合には、ボディケア製品は、上記各式で表されるエス
テル化合物を０．１～７０重量％、好ましくは０．５～６０重量％、さらに好ましくは１
～５０重量％含む。
【００５２】
　化粧品が、オイルベース化粧品である場合には、オイルベース化粧品は、上記各式で表
されるエステル化合物を１～９０重量％、好ましくは３～８５重量％、さらに好ましくは
５～７５重量％含む。
　化粧品が、クリーム状化粧品である場合には、クリーム状化粧品は、上記各式で表され
るエステル化合物を０．１～８０重量％、好ましくは０．５～７５重量％、さらに好まし
くは１～７０重量％含む。
【００５３】
　化粧品は、公知の化粧品製造方法により製造することができる。例えば、化粧料成分を
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撹拌しながら溶解して、均一な混合物を得た後に、香料などの添加剤を加え、成形するこ
とにより得られる。
　本発明の一態様において、本発明のエステル化合物を添加することを含む、化粧品の製
造方法を提供する。
【００５４】
　本発明の一態様において、本発明のエステル化合物を添加することにより、化粧品の感
触（テクスチャ）を改良することができる。本発明の好ましい態様において、本発明のエ
ステル化合物を添加することにより、化粧品になめらかな感触（使用感／適用感）を提供
する。
　したがって、本発明の一態様において、本発明のエステル化合物を添加することを含む
、化粧品の感触を改善する方法を提供する。
【００５５】
　すべりやすさの観点から、本発明のエステル化合物は、０～０．５、好ましくは０～０
．４の平均摩擦係数（ＭＩＵ）を有する。ざらつきの無さの観点から、０～０．０１０、
好ましくは０～０．００８の平均摩擦係数の変動値（ＭＭＤ）を有する。
　また、軽い質感を与える観点から、本発明のエステル化合物は、０～６００、好ましく
は１０～５００の粘度を有する。
【００５６】
　以下、本発明を実施例に基づいて、更に詳細に説明するが、本発明は、これらの実施例
に限定されるものではなく、本発明の技術的な思想を逸脱しない範囲で種々の変更が可能
である。なお、本明細書において、特に明示しない場合には、％は重量％を意味する。
【実施例】
【００５７】
［合成例１］
トリシクロ［５．２．１．０２，６］デカ－８－イル－メチルネオペンタノエートの合成
　８－ヒドロキシメチル－トリシクロ［５．２．１．０２，６］デカン(製品名:TCD-Alco
hol M、サプライヤー:Oxea社)８４０ｇおよび十分な量のネオペンタン酸をトルエンに溶
解し、これに酸触媒を添加して、加熱還流し常法のエステル化反応により、１２００ｇ（
収率９５％、純度９９．７％）を無色の液状物として得た。
【００５８】
［合成例２］
トリシクロ［５．２．１．０２，６］デカ－８－イル－メチル－ｎ－ペンタノエートの合
成
　合成例１のネオペンタン酸をｎ－ペンタン酸とする以外は、合成例１と同様に反応させ
ることにより、１１６２ｇ（収率９２％、純度９９．２％）を無色の液状物として得た。
【００５９】
［合成例３］
トリシクロ［５．２．１．０２，６］デカ－８－イル－メチルイソブタノエートの合成
　合成例１のネオペンタン酸をイソブタン酸とする以外は、合成例１と同様に反応させる
ことにより、１０７５ｇ（収率９０％、純度９９．３％）を無色の液状物として得た。
【００６０】
［合成例４］
トリシクロ［５．２．１．０２，６］デカ－８－イル－メチルイソノナノエートの合成
　合成例１のネオペンタン酸をイソノナン酸とする以外は、合成例１と同様に反応させる
ことにより、１４５５ｇ（収率９４％、純度９９．６％）を無色の液状物として得る。
【００６１】
［合成例５］
トリシクロ［５．２．１．０２，６］デカ－８－イル－メチルイソステアレートの合成
　合成例１のネオペンタン酸をイソステアリン酸とする以外は、合成例１と同様に反応さ
せることにより、２０７６ｇ（収率９５％、純度９９．７％）を無色の液状物として得た
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【００６２】
［合成例６］
トリシクロ［５．２．１．０２，６］デカ－８－イル－メチルベヘナートの合成
　合成例１のネオペンタン酸をベヘン酸とする以外は、合成例１と同様に反応させること
により得られる。
【００６３】
［合成例７］
トリシクロ［５．２．１．０２，６］デカ－８－イル－メチル－２－エチルヘキサノエー
トの合成
　合成例１のネオペンタン酸を２－エチルヘキサン酸とする以外は、合成例１と同様に反
応させることにより得られる。
【００６４】
［合成例８］
　３，８－ビス－（ネオペンタノイルオキシメチル）－トリシクロ［５．２．１．０２，

６］デカンの合成
　３，８－ビス－（ヒドロキシメチル）－トリシクロ［５．２．１．０２，６］デカン(C
AS:26896-48-0、製品名:TCD-Alcohol DM、サプライヤー:Oxea社)８４０ｇ、および十分な
量のネオペンタン酸をトルエンに溶解し、これに酸触媒を添加して、加熱還流し常法のエ
ステル化反応により、１４２０ｇ（収率９１％、純度９９．４％）を無色の液状物として
得た。
【００６５】
［合成例Ａ］
トリシクロ［５．２．１．０２，６］デカ－８－イル－メチルアセテートの合成
　８－ヒドロキシメチル－トリシクロ［５．２．１．０２，６］デカン（製品名:TCD-Alc
ohol M、サプライヤー:Oxea社）５０ｇ、および無水酢酸とピリジンとの混合物（モル比
１：１）５０ｇを９５から１００℃で還流し常法のエステル化反応により６０ｇ（収率９
５％、純度９９．５％）を無色の液状物として得た。
【００６６】
　合成例１～５および８で得られたエステル化合物の物性値を以下に示す。
　なお、本明細書において、各トリシクロ［５．２．１．０２，６］デカンエステル化合
物を以下の略号を使用して表す。
合成例１　　　ＴＣＤＮＰ　　ネオペンタン酸とTCD-Alcohol Mのエステル
合成例２　　　ＴＣＤＰ　　　ｎ－ペンタン酸とTCD-Alcohol Mのエステル
合成例３　　　ＴＣＤＩＢ　　イソブタン酸とTCD-Alcohol Mのエステル
合成例４　　　ＴＣＤＩＮ　　イソノナン酸とTCD-Alcohol Mのエステル
合成例５　　　ＴＣＤＩＳ　　イソステアリン酸とTCD-Alcohol Mのエステル
合成例８　　　ＴＣＤＤＮＰ　ネオペンタン酸とTCD-Alcohol DMのジエステル
【００６７】
＜光沢性（屈折率）＞
　アッベ屈折計ＮＴＲ－２Ｔ（（株）アタゴ）を用いて２０℃で測定し、屈折率とした。
【００６８】
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【表１】

【００６９】
ネオペンタン酸イソデシル：商品名　ネオライト １００Ｐ（サプライヤー：高級アルコ
ール工業社）
イソノナン酸イソトリデシル：商品名　ＫＡＫ１３９（サプライヤー：高級アルコール工
業社）
ネオペンタン酸イソステアリル：商品名　ネオライト １８０Ｐ（サプライヤー：高級ア
ルコール工業社）
テトライソステアリン酸ペンタエリスリチル：商品名ＫＡＫ　ＰＴＩ（サプライヤー：高
級アルコール工業社）
【００７０】
　表１に示されるように、式（Ｉ）の化合物は、化粧料に用いられる一般的エステルと比
較して、屈折率が高い。したがって、式（Ｉ）の化合物は、光沢性の求められる化粧品へ
の使用に適している。
【００７１】
＜粘度、すべり性＞
　エステル化合物の粘度を、ブルックフィールド粘度計 DV‐II+ （スピンドルNo.2、１
２ｒｐｍ、２５℃）を用いて測定した。比較として、化粧料に用いられる一般的な油剤の
粘度も測定した。
　エステル化合物のすべり性を、摩擦感テスターKES-SE（カトーテック株式会社）と検出
部用治具（該テスターの付属品、人間の指を想定し、凸凹を施したシリコーンゴム）及び
人工皮革（人工皮革サプラーレ、出光テクノファイン社製）を用いて測定した。人工皮革
上に、エステル化合物を０．１ミリリットル滴下した。上記治具を人工皮革の表面の油剤
を滴下した部位に当てた。皮革、油剤及び治具の温度を恒温槽において２５℃に調節した
。次いで、該治具を１ｍｍ／秒の速度で同一部位を１往復し（治具の移動距離は１往復で
約８０ｍｍである）、１往復の平均摩擦係数（ＭＩＵ）及び平均摩擦係数の変動値（ＭＭ
Ｄ）を測定した。該測定を３回実施しＭＩＵ及びＭＭＤの平均値を求め、すべり性の指標
とした。また、比較として、粘度測定に使用した各種エステル化合物のＭＩＵ及びＭＭＤ
も測定した。
　結果を表２に示す。
【００７２】
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【表２】

【００７３】
　粘度とすべり性（ＭＩＵ）との関係を図１に示す。
　ＴＣＤＮＰやＴＣＤＩＮは、同程度の粘度であるスクワラン（商品名：オリーブスクワ
ラン、サプライヤー:高級アルコール工業社）、ホホバ種子油（商品名：エコオイル ＲＳ
、サプライヤー:高級アルコール工業社）よりもすべり易さに優れている。式（Ｉ）の化
合物は、粘度がある割にはすべり易いことが理解できる。
　また、ＴＣＤＮＰは、ジメチコンと同等のすべり易さを有している。
　したがって、スキンケア製品、ボディケア製品、メイクアップ製品やヘアケア製品など
の幅広い処方への配合が可能である。
【００７４】
　さらに、式（Ｉ）のエステル化合物は、平均摩擦係数の変動値（ＭＭＤ）が小さく、ざ
らつき感が少なく、滑らかさに優れていることが理解できる。
　したがって、スキンケア製品、ボディケア製品、メイクアップ製品、ヘアケア製品など
の幅広い処方への配合が可能である。
【００７５】
＜各種油剤との相溶性＞
　合成例１および８で得られたＴＣＤＮＰ、ＴＣＤＤＮＰそれぞれと、各油性基剤とを重
量比９：１または１：１で、８０～９０℃の湯浴中で約３０分間攪拌しながら溶解した後
、５０℃まで攪拌しながら冷却し、２５℃の恒温室に保存した。１週間後の状態を目視に
より相溶性を評価した。結果を表３に示す。
【００７６】
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【表３】

【００７７】
　表３に示されるように、ＴＣＤＮＰおよびＴＣＤＤＮＰは、グリセリン（商品名：トリ
オール ＶＥ、サプライヤー:高級アルコール工業社）以外との相溶性に優れる。したがっ
て、処方設計する際に油剤選びが容易であり、スキンケア・メイクアップ・ヘアケアなど
幅広い処方への配合が可能である。
【００７８】
＜紫外線吸収剤の溶解性＞
　化粧品において用いられる一般的な紫外線吸収剤であるユビナール N 539 T（化粧品の
成分表示名称: オクトクリレン、サプライヤー:ＢＡＳＦ社）、および難溶解の紫外線吸
収剤として知られ、溶解する油剤の限られているチノソーブ S（化粧品の成分表示名称: 
ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン、サプライヤー:ＢＡ
ＳＦ社）の溶解性について、各油性基材とを室温（２５℃）にて攪拌しながら溶解した後
、２５℃の恒温室にて保存した。１週間後の状態を目視により評価した。結果を表４に示
す。
【００７９】
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【表４】

【００８０】
　式（Ｉ）の化合物は、化粧料成分として、紫外線吸収剤の溶解性が高いと言われている
アジピン酸ジイソブチル（商品名：ＫＡＫ ＤＩＢＡ、サプライヤー:高級アルコール工業
社）、コハク酸ジエチルヘキシル（商品名：ＫＡＫ ＤＩＯＳ、サプライヤー:高級アルコ
ール工業社）と同等の溶解能を持つ。したがって、紫外線吸収剤を用いる処方設計が容易
となり、幅広い処方が可能となる。
【００８１】
［実施例１］
　下記表５の各組成からなるリップスティックの製造を、常法により行った。各成分を所
定量で混合し、次いで約１１０℃で攪拌しながら溶解して均一な混合物とした。この混合
物を約３０℃に冷却して、実施例１および比較例１のリップスティックを得た。実施例１
には、合成例１で得られたエステル（ＴＣＤＮＰ）を用いた。
【００８２】
［評価］
　リップスティックの物性を以下のように測定した。結果を表５に示す。
＜保存安定性＞
　所定のガラス容器の底へペーパーを敷き、その上にリップスティックを置き、４５℃の
インキュベータに２４時間保管した。保管後、リップスティックのみを取り出し、発汗に
よりペーパーに浸み込んだ油剤の量と保存前の重量を計量し、下記の計算式にて発汗率を
求め、３段階評価により評価した。
計算式：（ペーパーに吸収された油の重さ／リップスティックの重さ）Ｘ１００＝発汗率
（％）
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Ａ：０．５％以下（発汗していない）
Ｂ：０．５％～１．０％（やや発汗を確認するが、実使用に問題ない）
Ｃ：１．０％以上（明らかに発汗を確認でき、実使用に問題あり）
【００８３】
＜付着性＞
　摩擦感テスターKES-SE（カトーテック株式会社）の試料台に人工皮革を置き、センサー
の治具にリップスティックを取り付け、稼働。１往復～３往復と稼働し、リップスティッ
クが付着した人工皮革の重量と稼働前との重量差を付着量とした。１～３往復の付着量の
平均値を以下の評価基準で評価した。
Ａ：５ｍｇ以上　（良好な付着性）
Ｂ：４～５ｍｇ　（適度な付着性）
Ｃ：４ｍｇ以下　（付着性に劣り、実使用に不適）
【００８４】
＜光沢性＞
パラフィン紙に一定の厚さ・面積になるよう試料を塗布し、Glossymeter GL200（Courage
 + Khazaka electronic GmbH 製）にて（入射角６０°－反射角６０°）測定した。光沢
度は、３回測定した平均値とし、下記の評価基準に基づき評価した。
Ａ：光沢度６０以上
Ｂ：光沢度が５０～６０
Ｃ：光沢度５０以下
【００８５】

【表５】

【００８６】
　表５に示されるように、比較例１のリップスティックと比較して、実施例１のリップス
ティックは、保存安定性および光沢性に優れ、付着性が一段と高い。
　比較例１のリップスティックは、すべり性は良好であるが、付着感が十分ではない。そ
の理由として、付着性を向上させるためには、オイルゲル化剤（Sylvaclear A200V）の濃
度を減らさなくてはならず、そのオイルゲル化剤を減らすことで、口紅としての保存安定
性が悪くなる(発汗が見られる)。一方、保存安定性を向上(発汗を抑制)するにはオイルゲ
ル化剤の濃度を上げなくてはならないため、付着性が犠牲になっていた。
さらに、付着性が劣ると唇の光沢感も弱くなることから、付着後の唇のツヤ(光沢性)につ
いても課題であった。
　これに対し、式（Ｉ）の化合物を配合することにより、オイルゲル化剤（Sylvaclear A
200V）の濃度を減らすことができるため、付着性が向上し、さらにオイルゲル化剤（Sylv
aclear A200V）の濃度が減らされたにもかかわらず、保存安定性も光沢性も向上するとい
う効果を奏した。
【００８７】
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［実施例２～６］
　合成例２～５および８で得られたエステル化合物を用いて、下記表６の組成のリップス
ティックを実施例１と同様に製造した。
　実施例１と同様に物性値を評価した。結果を表７に示す。
【００８８】
［比較例２］
　エステル化合物を含まない、下記表６の組成のリップスティックを実施例１と同様に製
造した。
【００８９】
［比較例Ａ］
　合成例Ａで得られたエステル（ＲがＣ１のアルキル基である式（Ｉ）のＴＣＤエステル
）は、においが強く使用に耐えられなかったため、リップスティックの物性値の評価は行
わなかった。
【００９０】

【表６】

【００９１】
実施例２：合成例２のエステル（ｎ－ペンタン酸とTCD-Alcohol Mのエステル）
実施例３：合成例３のエステル（イソブタン酸とTCD-Alcohol Mのエステル）
実施例４：合成例４のエステル（イソノナン酸とTCD-Alcohol Mのエステル）
実施例５：合成例５のエステル（イソステアリン酸とTCD-Alcohol Mのエステル）
実施例６：合成例８のエステル（ネオペンタン酸とTCD-Alcohol DMのジエステル）
【００９２】
【表７】

【００９３】
　本願のいずれのＴＣＤエステルは、化粧品において実使用可能であることが確認できた
。また、保存安定性、付着性の観点から、脂肪酸の炭素数５～１８であるＴＣＤエステル
（ＲがＣ４～１７の直鎖または分岐鎖アルキル基である式（Ｉ）ＴＣＤエステル）が好ま
しい。さらに、ネオペンタン酸とTCD-Alcohol DMのエステル(ジエステル)においても、良
好な結果が得られた。
　一方、イソブタン酸のＴＣＤエステル（ＲがＣ３の分岐鎖アルキル基である式（Ｉ）Ｔ
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、他のＴＣＤエステルは、においが無いかまたは非常に弱く、あらゆる化粧品への適用に
適している。
【００９４】
［実施例７～９］
　実施例１および比較例２におけるベース油剤（イソノナン酸イソトリデシル）に代えて
、以下の油剤を用いて、ベース油剤によるＴＣＤエステルの添加効果を実施例１と同様に
評価した。
【表８】

【００９５】
　リンゴ酸ジイソステアリル（商品名：ハイマレート ＤＩＳ、サプライヤー:高級アルコ
ール工業社）
　エチルヘキサン酸セチル（商品名：ＣＥＨ、サプライヤー:高級アルコール工業社）
ミリスチン酸オクチルドデシル（商品名：ＯＤＭ、サプライヤー:高級アルコール工業社
）
　ジカプリン酸ネオペンチルグリコール（商品名：ＮＰＤＣ、サプライヤー:高級アルコ
ール工業社）
【００９６】
　ＴＣＤＮＰ無配合の場合は、それぞれのベース油剤において保存安定性・付着性に劣る
が、ＴＣＤＮＰを配合することで保存安定性・付着性が向上。このことから、ベース油剤
に関係なくＴＣＤＮＰを配合することで従来処方よりも改善されることが確認できた。
【００９７】
［比較例６］
　エステル化合物の効果を評価すべく、ＴＣＤＮＰに代えて、同一の炭素数を有するラウ
リルアルコールとネオペンタン酸とのエステルを用いて、実施例１と同様にリップスティ
ックを調製し、その物性値を比較して評価した。結果を表９に示す。
【００９８】
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【００９９】
　表９の結果から、環状構造を有しないエステルであるネオペンタン酸ラウリルと比較し
て、環状構造を有するＴＣＤＮＰが、優れた保存安定性、付着性、光沢性を与えることが
確認できた。
【０１００】
［実施例１０］
　下記表の下記組成からなるスキンクリームの製造を、常法により行った。各成分を所定
量で混合し、次いで約９０℃で攪拌しながら溶解して均一な混合物とした実施例１０、比
較例１０Ａ、および比較例１０Ｂのスキンクリームを得た。
【０１０１】
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【表１０】

【０１０２】
［評価］
　スキンクリームの物性を以下のように測定した。結果を表１０に示す。
＜のばしやすさ／しっとり感＞
　１０人の官能試験パネラーによって、肌へ塗布した際の「のばしやすさ」と「しっとり
感」を評価した。官能試験時の環境温度は２５±５℃、湿度は５０±１０％である。
　評価は下記５段階で点数付けを行い、得られた点数の平均値を３段階で示した評価基準
で判断した。
【表１１】

【０１０３】
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＜保存安定性＞
　評価処方を室温から０℃にて保管し、０℃から室温へ戻し、さらに室温から４０℃にて
保管し、４０℃から室温へ戻すサイクル試験を５回行った際の状態を目視評価し、３段階
で示した評価基準で判断した。
Ａ：分離が見られない
Ｂ：分離がやや見られる
Ｃ：分離が見られる
【０１０４】
　表１０の結果から、環状構造を有しないエステルであるイソノナン酸イソデシルと比較
して、環状構造を有するＴＣＤＩＮが、優れたのばしやすさおよびしっとり感を与え、保
存安定性も優れていることが確認できた。
　本発明のエステル化合物を用いることにより、適用時の感触（のばしやすさ）と、使用
後の感触（しっとり感）を両立したスキンクリームを得た。
【０１０５】
［実施例１１］
　下記表１２の下記組成からなるＵＶクリームの製造を、常法により行った。各成分を所
定量で混合し、次いで約９０℃で攪拌しながら溶解して均一な混合物とした実施例１１お
よび比較例１１のＵＶクリームを得た。
　実施例１０と同様に物性を評価した結果を下記表１２に示す。
【表１２】

【０１０６】
　紫外線吸収剤であるオクトクリレン（商品名：ユビナール N 539 T、サプライヤー:Ｂ
ＡＳＦ社）の溶解に優れることに加え、表１２の結果から、一般的な化粧料油剤であるミ
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ネラルオイルや、環状構造を有しないエステルであるネオペンタン酸ラウリルと比較して
、環状構造を有するＴＣＤＮＰが、より優れたのばしやすさ、しっとり感を与え、同等に
優れた保存安定性を与えることが確認できた。
　本発明のエステル化合物を用いることにより、適用時の感触（のばしやすさ）と、使用
後の感触（しっとり感）を両立したＵＶクリームを得た。
【０１０７】
［実施例１２］
　下記表１３の各組成からなる美容オイルの製造を、常法により行った。各成分を所定量
で混合し、次いで約６０℃で攪拌しながら溶解して均一な混合物とした実施例１２Ａ、実
施例１２Ｂおよび比較例１２の美容オイルを得た。
　実施例１０と同様に使用感を評価した結果を表１３に示す。
【０１０８】
【表１３】

【０１０９】
　表１３の結果から、環状構造を有しないエステルであるイソステアリン酸ヘキシルデシ
ルと比較して、環状構造を有するＴＣＤＩＳおよびＴＣＤＤＮＰが、優れたのばしやすさ
およびしっとり感を与えることが確認できた。
　本発明のエステル化合物を用いることにより、適用時の感触（のばしやすさ）と、使用
後の感触（しっとり感）を両立した美容オイルを得ることができる。
【０１１０】
［実施例１３］
　下記表１４の各組成からなるクレンジングオイルの製造を、常法により行った。各成分
を所定量で混合し、次いで約６０℃で攪拌しながら溶解して均一な混合物とした実施例１
３、比較例１３Ａおよび比較例１３Ｂのクレンジングオイルを得た。
【０１１１】
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【表１４】

【０１１２】
［評価］
　クレンジングオイルの物性を以下のように測定した。結果を表１４に示す。
＜クレンジング力＞
　市販品の口紅を人工皮革に一定面積塗布し、２間放置して乾燥後、各クレンジングオイ
ル処方を０．５ｇ塗布し、指で軽く５往復なじませ、約４０℃の温水で洗い流し、口紅の
残り具合を目視観察。
Ａ：クレンジング化粧料とメイクとがなじみ易く、メイク落ちが良好な場合
Ｂ：クレンジング化粧料とメイクとがややなじみ易く、メイク落ちがやや良好な場合
Ｃ：クレンジング化粧料とメイクとがなじみ難く、メイク落ちが不良な場合
【０１１３】
＜洗い上がり（洗浄後の感触）＞
　１０人の官能評価パネラーによって、各クレンジングオイル処方を用いて、約４０℃の
温水で洗い流した後の、洗い上がりの感触（さっぱり感）を評価。
「洗い上がりが良好（＝さっぱり感がありべたつきがない）」と判断した人数によって３
段階評価した。
Ａ：７人以上
Ｂ：４～６人
Ｃ：３人以下
　表１４の結果から、一般的な油剤であるミネラルオイルや、環状構造を有しないエステ
ルであるイソステアリン酸ヘキシルデシルと比較して、環状構造を有するＴＣＤＩＳが、
優れたクレンジング力および洗い上がり（洗浄後の感触）を与えることが確認できた。
　本発明のエステル化合物を用いることにより、優れた機能性（クレンジング力）および
、使用感（洗い上がり感、洗浄後の感触）を両立した、クレンジング剤を得ることができ
る。
【０１１４】
［実施例１４および１５］
　下記表１５の各組成からなるヘアオイルの製造を、常法により行った。各成分を所定量
で混合し、次いで約６０℃で攪拌しながら溶解して均一な混合物とした実施例１４、比較
例１４Ａおよび比較例１４Ｂのヘアオイルを得た。
【０１１５】
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【表１５】

【０１１６】
［評価］(毛髪評価)
　ヘアオイルの物性を以下のように測定した。結果を表１５に示す。
＜塗布時のべたつき＞
　１０人の官能評価パネラーによって、各自の頭髪に各ヘアオイル処方を塗布した後の感
触を評価した。
「塗布後のべたつきがない」と判断した人数によって３段階評価した。
Ａ：７人以上
Ｂ：４～６人
Ｃ：３人以下
【０１１７】
＜指通り感(ざらつき感のなさ)＞
　人毛毛束　BS-B3N　（黒髪100%根元揃えＩＩ、（株）ビューラックス）を当社規定の方
法にてダメージ処理したダメージ毛に、各ヘアオイルを約０．２ｍＬ滴下し、ヘラを用い
て均一に塗布した毛髪サンプルを、摩擦感テスターKES-SE(カトーテック（株）)にて測定
した。



(30) JP 5663111 B1 2015.2.4

10

20

　得られたＭＭＤの値（ｎ＝３）の平均値を算出し、得られた数値を3段階評価した。
※ＭＭＤ: 摩擦係数の変動値であり、ＭＭＤ値が小さいほど摩擦係数の変動が小さく、ざ
らつきが少ないため、指通りが良い。
Ａ：０．００３以下
Ｂ：０．００３～０．００５
Ｃ：０．００５以上
【０１１８】
＜毛髪のまとまり感＞
　１０人の官能評価パネラーによって、各自の頭髪に各ヘアオイル処方を塗布した後の毛
髪のまとまり感を評価した。
　「毛髪のまとまりが良好（＝塗布後べたつきもなく、ひろがりを抑える）」と判断した
人数によって３段階評価した。
Ａ：７人以上
Ｂ：４～６人
Ｃ：３人以下
【０１１９】
　表１５の結果から、一般的な油剤であるミネラルオイルや、環状構造を有しないエステ
ルであるネオペンタン酸ラウリルやイソノナン酸イソデシルと比較して、環状構造を有す
るＴＣＤＮＰやＴＣＤＩＮが、塗布時のべたつきのなさ、良好な指通り感（ざらつき感の
なさ）、毛髪のまとまり感に優れていることが確認できた。
　本発明のエステル化合物を用いることにより、塗布時のべたつきのなさ、良好な指通り
感（ざらつき感のなさ）といった使用時の感触と、毛髪のまとまり感といった使用後の感
触とを両立した、感触が改善されたヘアオイルが得られる。
【０１２０】
　以下に、ＴＣＤエステルを用いた、メイクアップ製品、スキンケア製品、ヘアケア製品
などの化粧品の処方例を示す。
【０１２１】
＜メイクアップ製品＞
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【表１６】

【０１２２】
【表１７】

【０１２３】
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【表１８】

【０１２４】
【表１９】

【０１２５】
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【表２０】

【０１２６】
　ＴＣＤエステルは、様々な油剤との相溶性が良いため、リップグロスなどの多種の油剤
が配合される処方へも配合可能であり、付着性・光沢性などが向上する。

　(イソステアリン酸ポリグリセリル－２／ダイマージリノール酸)コポリマー（商品名：
ハイルーセント　ＩＳＤＡ、サプライヤー：高級アルコール工業社）
　ダイマージリノール酸水添ヒマシ油：（商品名：リソカスタ　ＤＡ－Ｌ、サプライヤー
：高級アルコール工業社）
　ヘキサイソノナン酸ジペンタエリスリチル（商品名：ハイルーセント　ＤＰＩＮ６、サ
プライヤー：高級アルコール工業社）
【０１２７】
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【０１２８】
　ＴＣＤエステルは、様々な油剤との相溶性が良く、紫外線吸収剤との溶解性もあるため
、ファンデーションへの活用が可能である。
【０１２９】
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【表２２】

【０１３０】
　ＴＣＤエステルは、様々な油剤との相溶性が良く、アイシャドウへの活用も可能である
。
【０１３１】
＜スキンケア製品＞

【表２３】

【０１３２】
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【０１３３】
　ＴＣＤエステルは、様々な油剤との相溶性が良いため、クレンジング化粧料への活用が
可能である。
【０１３４】
【表２５】

【０１３５】
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【表２６】

【０１３６】
【表２７】

【０１３７】
　ＴＣＤエステルは、様々な油剤との相溶性が良く、紫外線吸収剤との溶解性もあるため
、ＵＶ化粧料へも活用が可能である。
【０１３８】

【表２８】

【０１３９】



(38) JP 5663111 B1 2015.2.4

10

20

30

40

　ＴＣＤエステルは、様々な油剤との相溶性が良く、植物油を配合した美容オイルへも活
用が可能である。
【０１４０】
＜ヘアケア製品＞
【表２９】

【０１４１】
【表３０】

【０１４２】
　ＴＣＤエステルは、様々な油剤との相溶性が良く、エタノールを配合したヘアミストへ
も活用が可能である。
【０１４３】

【表３１】

【０１４４】
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【表３２】

【０１４５】
　ＴＣＤエステルは、様々な油剤との相溶性が良く、ヘアトリートメントへも活用が可能
。
【０１４６】

【表３３】

【０１４７】
　ＴＣＤエステルは、様々な油剤との相溶性が良く、植物油やシリコーン油を配合したヘ
アオイルへも活用が可能。
【産業上の利用可能性】
【０１４８】
　上述のとおり、式（Ｉ）の化合物は、様々な化粧品処方への使用が可能である。
【要約】
【課題】
　化粧料成分として用いることのできる新たなエステル化合物を提供することを目的とす
る。
【解決手段】
　式（Ｉ）で表されるトリシクロ［５．２．１．０２，６］デカンのエステル化合物であ
る。
【選択図】なし
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